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石綿健康被害救済制度をめぐる
喫緊の課題と展望について
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環境省�大臣�環境保健部�環境保健اը理課�
石໖健康ඃରࣨࡦ

１ɽ͡Ίにʢ੍ઃཱのܦҢʣ

石綿は、ৎで変化しにくいણ維であり、
安価でありつつ、、ຎࡲ、酸ٴͼアルカ
リにڧいことから、建材や自動ंをはじめ、
日常の多ذにわたる製品に用いられてき
た。

しかし、石綿に発がΜ性がೝめられたこ
とから、政府はত和50年に使用の෦分的規
制を開始し、ஈ֊を経て平成24年には新た
な石綿製品の製造・使用等を全面ې止する
にࢸり、かつて「حの߭物」とݺれた
石綿は、い期間を経て重ಞな病状を発症
することから、やがて「静かな時ݶര」
とݺれるようになる。

こうした時流の変化のなか、平成17年̒
月に（株）クボタがฌݿ県ೌ࡚市のچਆ࡚
工場पล住民が中ൽजにጶױしていること
を公表したことをܖ機とする一連の「クボ
タショック」により、石綿による健康被害
が社会問題となった。

上記の社会問題に対処すべく、平成17年
７月Ҏ߱、政府においてෳ回にわたり関
係ֳ྅会合（「アスベスト問題に関する関
係ֳ྅による会合」）が開催され、ಉ年12
月に「アスベスト問題に係る総合対策」が
取りまとめられた。これにより、طଘの法

（࿑災制度等）で救済されない被害者を
ܺ間なく救済すべく、環境省ٴͼް生࿑ಇ
省の連携のもと、平成18年に「石綿による
健康被害の救済に関する法」（平成18年
法第４߸）が公・施行された。

一ൠ的に、健康被害に関しては、原因者
が被害者に対してଛ害ഛঈを行い、民事上
の解決がਤられるべきである。

しかし、「石綿へのく࿐から発症まで
のજ෬期間が30～40年とඇ常に期にわた
ること」「石綿は建築物や自動ंなどۃめ
てൣな分野で用いられてきたこと」から、
① 被害者の石綿へのく࿐に係る事実の確

ೝ、࣬病と石綿のඈ散との個別の因Ռ関
係を立ূすることはۃめて困難である。

　また、
② 石綿へのく࿐による࣬病は重ಞであり

予後がѱく、発症から大体１～２年でࢮ
するέースがほとΜどである。

上記２点にؑみ、民事法による解決に委
ねるのではなく、「石綿の使用によるԸܙを
受してきた社会全体で、被害者の経済的ڗ
負担をܰ減する」というझࢫで国が制度を
整備し、（く࿐経࿏を特ఆすることなく）
石綿のٵ入による指ఆ࣬病にጶױしていれ
ೝఆの対とし、（ิঈをਤるのではなく）



特
集

৽ͨͳہ໘Λܴ͑Δੴ໖ରࡦ

ಛ 集 ৽ͨなہ໘Λܴ͑るੴ໖ରࡦ
特
集

৽ͨͳہ໘Λܴ͑Δੴ໖ରࡦ

ಛ 集 ৽ͨなہ໘Λܴ͑るੴ໖ରࡦ

13生活と環境　ྩ和３年11月߸

/o3_特ू 環境省 খּ原5_ࢯn　　ページ13

見ۚ的な支給を行うことにより、෯い
被害者のਝな救済をਤったのである。

本年をもって、石綿健康被害救済制度の
施行から15年が経つ。時の経աとともに、
制度も変わり続けてきた。

ྩ和に入り、石綿健康被害救済制度を取
り巻く状況に、二つの大きな変化が生じて
いる。一方は、ύンデミックをҾきىこし
現ࡏもҖを振るう新型コロナウイルス感
染症であり、他方は、建設アスベストૌু
に係る最ࡋߴ所の決である。

これまで、石綿健康被害救済制度につい
ては、創設時の制度解説１）や10年史２）等
はࣥචされてきたが、管見のݶりでは、ྩ
和における社会情勢の変動を踏まえて制度
をじたものはない。本稿では、これまで
の改正のาみを踏まえて最新の石綿健康被
害救済制度の内容を確ೝするとともに、ྩ

和に入りզが国が直面する課題を踏まえた
石綿健康被害救済制度における取り組み、
そしてこれからのาみについて展望をඳき
たい。

̎ɽ੍の内容ٴͼมભʢਤ̍ʣ

のରڅࡁٹ　2.1

対となる࣬病は、Ҏ下の４छである。
⃝中ൽज
⃝ഏがΜ（原発性ഏがΜ）
⃝ஶしいٵݺ機能ো害をう石綿ഏ
⃝ ஶしいٵݺ機能ো害をうͼまΜ性ڳບ

ංް

救済給付は、࿑ಇ者災害ิঈ保ݥ法等ط
ଘの災害ิঈ制度では救済の対とならな

ਤ１　�石໖健康ඃࡁٹ制の֓ཁ
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い被害者を対としており、֘被害者は、
上記の࣬病にかかったࢫのೝఆを（ಠ）環
境再生保全機ߏ（Ҏ下「機ߏ」という。）
から受けることにより、受給が可能となる。
ೝఆの有効期間は̑年であり、必要がೝめ
られれߋ新も可能である。

制度創設時は、ਝな施行による救済を
ਤるべく、対は中ൽजٴͼഏがΜの２छ
のみとしていたが、後の医ֶ的知見のߋ
新３）を踏まえ平成22年に政ྩ改正４）を行
い、対にஶしいٵݺ機能ো害をう石綿
ഏٴͼஶしいٵݺ機能ো害をうͼまΜ性
。ບංްを追加しているڳ

また、機ߏは医ֶ的ఆを要する事߲に
関し、原ଇ環境大ਉにఆをਃし出ること
となっており̑）、医ֶ的ఆの考え方につ
いては、平成18年３月の中ԝ環境৹ٞ会の
ਃ̒）を踏まえ、ಉ年̒月にಉ৹ٞ会石
綿健康被害ఆ෦会のখ委員会が、医ֶ的
資料の提出におけるཹҙ事߲７）をとりま
とめている。֘ཹҙ事߲については、医
ֶ的知見のߋ新を踏まえ７回にわたり改గ
を重ねており、例え、平成25年にはഏが
Μٴͼஶしいٵݺ機能ো害をうͼまΜ性
ບංްについて見直し、ഏがΜのೝఆ対ڳ
となる医ֶ的所見を追加するとともに、
ஶしいٵݺ機能ো害をうͼまΜ性ڳບං
ްのఆ基準の一つであったංްのްさ要
݅を廃止した̔）。

最新の改గ９）は、ྩ和２年12月25日に
なされている。

の容څࡁٹ　2.2

救済給付は、Ҏ下の給付߲目からߏ成さ
れる。
⃝ 医療අ（自ݾ負担分）
⃝ 療ཆख（10ສ3,870ԁ／月）
⃝ ࡇ料（19ສ9,000ԁ）
⃝ 特別ҨீҚۚ（280ສԁ）
⃝ 特別ࡇ料（19ສ9,000ԁ）
⃝ 救済給付調整ۚ

社会保ো的な考え方に基づく見ۚ的給
付であることを踏まえ、医療අ、療ཆख
。料を支給することとしているࡇͼٴ

特別ҨீҚۚٴͼ特別ࡇ料は、制度
導入前にࢮした被害者である「施行前ࢮ
者」のҨに対して、国が特別にீҙを
表明して給付する߲目として創設された
が、平成20年の法改正10）により、制度施
行後にࢮした「未ਃࢮ者」のҨに
ついても新たに֘給付の対とすること
とされた。ಉ改正は、救済対者のൣғの
拡大に加えて、救済対期間についても拡
をਤっており、指ఆ࣬病にかかったࢫの
ೝఆは、ಉ改正前は「ਃ日」から効力を
生じていたが、ಉ改正により、֘ೝఆに
係る指ఆ࣬病の「療ཆ開始日」にまで効力
がって生ͣることとされた11）。

また、特別ҨீҚۚٴͼ特別ࡇ料の
求期ݶについては、二度の法改正（平成
20年12）ٴͼ平成23年13））により期ݶがԆ
されている。

なお、࿑災ิঈを受けͣにくなった࿑
ಇ者のҨに対する救済ા置として、救済
給付とはҟなるܗで、別途特別Ҩ給付ۚ
が設けられている（ް生࿑ಇ省所管）。

අܦのڅࡁٹ　2.3

救済給付の経අに充てるべく、石綿健康
被害救済基ۚが機ߏに設けられており、基
ۚの財源ߏ成は、Ҏ下の４छに大別される。
⃝ 政府ڌ出ۚ（制度創設時に国が約386ԯ

ԁをڌ出）
⃝ 地方公共ஂ体ڌ出ۚ（都道府県が平成19

～28年度において計92ԯԁをڌ出）
⃝ 一ൠڌ出ۚ（全事業主からຖ年ऩ）
⃝ 特別ڌ出ۚ（一ఆの要݅をຬたす石綿と

関連が深い事業主からຖ年ऩ）

事業者に関するඅ用負担の考え方として
は、いわΏる「二֊建て方ࣜ」を࠾用して
いる。
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۩体的には、
⃝ 健康被害の個別的な因Ռ関係の立ূは困

難であるものの、すべての事業者が事業
活動を通じて直的あるいは間的に石
綿の使用による経済的利ಘを受けていた
こと

――に着目し、࿑ಇ者を使用する事業主か
ら一ൠڌ出ۚをऩするとともに、
⃝ 石綿を大ྔに取りѻい、そのඈ散の危ݥ

性をߴめるような事業活動を行っていた
とೝめられる者（特別事業主）について
は、より大きな任を負うべきと考えら
れること

――を踏まえ、特別事業主からは一ൠڌ出
ۚに加えて特別ڌ出ۚをもऩすることと
している。

なお、石綿健康被害救済基ۚのऩ支のۉ
出のあり方についてはਵ時ڌを踏まえたߧ
検౼を行っており、平成26年には告示改
正14）を行い、一ൠڌ出ۚのを1000分の
0.05から0.02へとҾき下げている。

３ɽ੍ӡ༻にるۓ٤の՝とల

Ҏ下、ྩ和に入り石綿健康被害救済制度
が直面している主要な二つの課題について
ड़べる。

3.1　৽ܕίϩφイϧεײછʹΑるӨڹ

世界でຮԆする新型コロナウイルスは、
現時点で世界全体の約500ສ人をࢮにࢸら
しめる15）とともに、զ々の社会活動をܹ
変させた。

未知のウイルスが流行する状況におい
て、感染リスクを低減させるべく人と人と
の৮機会をஅつことは、新規感染症対策
の基礎である。こうして、ҿ食ళのӦ業自
ॗ要やイベントの開催自ॗ要ととも
に、政府において開催される৹ٞ会につい
ても、対面での開催は原ଇとして߇えるこ
ととなり、石綿健康被害救済制度にもӨڹ

をٴ΅すこととなった。
石綿健康被害ఆখ委員会は、石綿によ

る健康被害の救済に係る医ֶ的ఆの調査
৹ٞを行う、石綿健康被害救済制度の中֩
を担う委員会である。֘খ委員会は、石
綿健康被害ఆ෦会から環境保健෦会に౷
合されたཌ月（平成25年２月）からྩ和２
年２月にࢸるまでຖ月必ͣ対面で開催さ
れ、৹ٞを着実に進めてきた。

֘খ委員会においても、上ड़した新型
コロナウイルス感染症のӨڹを受け、対面
での開催を߇えることが求められたが、৹
ٞは医ֶ的資料の検ڸ等の࡞業をうもの
であるため、オンライン会ٞに移行するこ
とは容қではない。そのため、ྩ和２年３
月から̑月まで開催をஅ೦せざるをಘͣ、
ྩ和２年̒月Ҏ߱はオンラインと対面とを
組み合わせるܗで৹ٞを再開しているもの
の、３か月分の案݅がཷまり、これまで
ཹすることのなかった未৹ٞ案݅が一時期
には約500݅に上るなど、৹ٞの進行に支
োをきたすこととなった。

ࣨは上記の問題に対応すべく、খ委員
会の下に設けられている৹査分Պ会の開催
回を૿やすなど৹ٞ会のӡӦに最༏ઌで
取り組むとともに、ICT化をڧ力に推進し、
未৹ٞ案݅の解消にӶҙ取り組Μでいると
こΖである。

ICT化の例をڍげれ、現ࡏ一෦対面で
実施している医ֶ的資料等の検ڸについて
も、バーチャルスライドシステム等のシス
テムをߏ築することにより会ٞを全にオ
ンラインで開催できるよう、ྩ和４年度ӡ
用開始を目指してแׅ的なICT化について
システム業者・機ߏと調整を進めていると
こΖである。

৹ٞのਝ化が、被害者のਝな救済に
つながることは言をေたない。今後もより
一のICT化の推進が求められるとこΖで
あり、関係֤所と連携しながらᬏ進してい
く。
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ڹ設ΞεϕεトૌুʹΑるӨݐ　3.2

いわΏる建設アスベストૌুとは、建設
業に従事していた元࿑ಇ者らが、石綿คじ
Μく࿐により健康被害を被ったのは、国
が規制ݶݖをద切に行使しなかったからで
ある等として、国（ް生࿑ಇ省・国土ަ通
省）ٴͼ建材メーカーにଛ害ഛঈ求を
行ったものである。

本年̑月17日に最ࡋߴ所が֘ૌুに
関して下した国ٴͼ一ఆシェアҎ上の建材
メーカーのഛঈ任をೝめる決16）等を
受け、政府は任をೝめ、原告ஂと基本合
ҙ書をక݁した。さらにಉ年̒月16日にٞ
員立法である「特ఆ石綿被害建設業࿑ಇ
者等に対する給付ۚ等の支給に関する法
」（ྩ和３年法第74߸）が公され、
公後一年Ҏ内に施行されることとなって
いる。

建設アスベスト給付ۚ制度のৄࡉについ
ては現ްࡏ生࿑ಇ省において検౼中であ
り、ࣨはそれらに言ٴする立場にないが、
֘決により、
⃝ 石綿健康被害が改めて世の中にくप知

されたこと
⃝ 建設アスベスト給付ۚ制度は、ਫ਼ਆ的ଛ

害のഛঈを目的としており、財産的ଛ害
への給付を目的とする石綿健康被害救済
制度との間でซ給調整は行われないた
め、両制度へのਃが可能であること

――から、石綿健康被害救済制度へのਃ
者の૿加が予想される。

上記の想ఆを踏まえれ、ICT化などの
৹ٞに関する体制ڧ化をਤることに加え、
被害者がෳの制度のଘࡏをೝ知し、ద切
な制度にアクセスすることができるよう、
。報を充実させることも重要である

石綿健康被害救済制度のप知にあたって
は、機ߏにも協力いただき、ਫ਼力的に実施
しているとこΖである（ࣸਅ̍）。機ߏは、
被害者からのਃ等の受付をはじめ、被害

者とのコミュニέーションを密にとり、制
度ӡ用において中֩的な役割を担ってい
る。機ߏとの連携をڧ化することにより、
制度ӡ用のさらなる質の向上が期され
る。

ࣨは、ICT化における機ߏとの連携に
加え、制度प知等においても関係֤所との
連携をより一深め、一ؙとなって報の
充実化をਤっていく。

̐ɽおΘΓに

Ҏ上概観したとおり、石綿健康被害救済
制度は、ྩ和に入り新たな課題に直面して
いる。

新型コロナウイルスの感染状況に係る今
後の見通しや、最ࡋߴ所の決を踏まえ
たਃ者の今後の予ଌを正確に行うこと
は容қではない。こうしたなかで、制度担
者としてなすべきことは、有事・平時を

ࣸ真1　�石໖健康ඃࡁٹ制周用ϙスλー
（成࡞ߏػ）
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問わͣ৹ٞを着実に実施できる体制を整え
ること、また被害者をద切な制度へつなぐ
力をଵらないことである。

ࣨは、本稿でड़べたとおり、৹ٞの着
実な実施、制度のप知等さらなる対応を
ਤっていく所ଘである。

石綿による被害にۤしむ方々が、一日で
もૣく、そして一人でも多く救済されるこ
とを目指し、関係者のօ༷に、Ҿき続き石
綿健康被害救済制度へのޚ理解・ޚ協力を
おئいਃし上げて、本稿の݁ͼとしたい。

ऍ・ݙจߟࢀ
１） 例え、環境省環境保健෦企画課石綿健康被

害対策ࣨ、「特ू・第164回国会主要成立法　
石綿による健康被害の救済に関する法」、
ジュリスト第1318߸、p.57～61、平成18年

２）（ ಠ）環境再生保全機ߏ、「石綿健康被害救済
制度10年の記　平成18年度～平成27年度

（第２൛）」、平成29年
３） 「石綿健康被害救済制度のࡏり方について（一

次ਃ）h 石綿健康被害救済制度における指
ఆ࣬病に関する考え方について 」ɦ（平成22年
̑月中ԝ環境৹ٞ会）

４） 石綿による健康被害の救済に関する法施行
ྩの一෦を改正する政ྩ（平成22年政ྩ第
142߸）

̑） 石綿による健康被害の救済に関する法第10
第１߲ٴͼ第24第１߲による。ただし、

「石綿による健康被害の救済に関する法の
施行（救済給付の支給等関係）について（通
知）」（ྩ和３年３月３日付け環保企発第

2103038߸）に示された特ఆの場合において、
機ߏは医ֶ的ఆをਃし出ることなくೝఆ等
を行うことができる。

̒） 「石綿による健康被害の救済における指ఆ࣬
病に係る医ֶ的ఆに関する考え方について

（ਃ）」（平成18年３月２日中ԝ環境৹ٞ会）
７） 「医ֶ的ఆに係る資料に関するཹҙ事߲」（平

成18年̒月̒日中ԝ環境৹ٞ会石綿健康被害
ఆখ委員会）

̔） 「医ֶ的ఆに係る資料に関するཹҙ事߲」（平
成25年̒月18日中ԝ環境৹ٞ会石綿健康被害
ఆখ委員会）

９） 「医ֶ的ఆに関するཹҙ事߲」（ྩ和２年12
月25日中ԝ環境৹ٞ会石綿健康被害ఆখ委
員会）

10） 石綿による健康被害の救済に関する法の一
෦を改正する法（平成20年法第77߸）

11） 療ཆ開始日が、ਃ日の３年前の日より前で
ある場合には、ਃ日の３年前の日にまで効
力がって生ͣることとされた。

12） 石綿による健康被害の救済に関する法の一
෦を改正する法（平成20年法第77߸）

13） 石綿による健康被害の救済に関する法の一
෦を改正する法（平成23年法第104߸）

14） 石綿による健康被害の救済に関する法第37
第１߲の一ൠڌ出ۚの一෦を改正する݅

（平成25年環境省告示第111߸）
15） OVr 8orMd in Data「CoronavirVs （COVID-19） 

DeatIs」
　　 Ittps���oVrworMdindata.org�covid-deatIs ʦ 最

終確ೝ日：ྩ和３年10月20日ʧ
16） 最ࡋߴ所平成30年（受）第1451߸・第1452

߸ྩ和３年̑月17日第一খ法ఊ決ٴͼ最ߴ
所平成31年（受）第495߸ྩ和３年̑月ࡋ
17日第一খ法ఊ決




